
ー

’誠
渉
喧
澱
札
入
十
一
鮎
）

ｑ

ｊ

麻
生
国
務
大
臣

上 武
田
国
務
大
臣

萩
生
田
国
務
大
臣

窪

内
閣
官
房
長
官

”
閣
官
房
副
長
官
鋒

内
閣
総
理
大
臣

検
事
長
に
任
命
す
る

川

国
務
大
臣

“

泉
国
務
大
臣

村上
国
務
大
臣

山羽

国
務
大
臣

国
務
大
臣

１
１

仁
一
令
和
三
年
八
月
二
強
一

ｂ

■

■

■

■

■

９

０

日

ｑ

６

－

ｌ

Ｕ

９

Ｈ

ｑ

３

Ｉ

ｆ

Ｄ

ｑ

０
６

２

邑

日

ｆ

』

８

Ｇ

一
矢
一
令
和
年
月

脚
Ｌ
冷
卿
年
月

令
和
三
年
八
月
二
強
周

加 棚
橋
国
務
大
臣

河
野
国
務
大

井
上
国
務
大
臣

法
務
事
務
次
官
辻

藤
国
務
大
臣

ト

織

平
沢
国
務
大
臣

川

国
務
大
臣

裕
教
錐

■

■

■

■

■

■

０

０

Ⅱ

０

■

■

１

日

１

０

ａ

０

９

Ｅ

ｑ

Ｆ

Ｂ

Ｉ

ｏ

０

Ｉ

，

ｌ

Ⅱ

Ｉ

b

J

】 閣’ 7内

茂
木
国
務
犬
臣

競

垂

内
閣
人
第
一
。
一
一
一

ロ
万
・

起案

令
和
三
年
八
月
云
甘

裁
可

一

令
和
年
月
日
一

令
和
年
月
日
一

令
和
年
月
・
日

上
奏

施
行

｜
令
和

年

月
凹
副
一

決
定



１
１
１

| 内 閣’

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

｡

■■■■■U■

Ｉ

Ｉ

Ｉ

検

事

長

中

川

清

明

＝

特
命

全
権
大

使
に
任
命
す
る

Ｆ
６
ｙ
申
４
１
Ｑ
ｆ
ｈ
９
『
ｒ
Ｌ
も
り
■

！

’

４

１

１

１

１

’

１

１

４

４

１

１

’

１

１

１

’

’

’

’

’

’

’

’

１

１

１

１

１高
杉
優
弘

中
原

淳

－

浅

利
秀
樹
一

。

千
田
恵

介

■

久
保
雄
嗣
一

Ｂ
蝿
杣
山
如
糾
、
Ｆ
■
唾
冊
■

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
１
１
１
ｌ
ｌ
Ｌ
１
ｐ
ｐ
ｂ

､

和

田

充

広

尾

崎

折
ロ

前
田
哲

’

高
木
昌
弘



I
l

t

１
１

｜

|I

４
４
‐
４
１
’
４
１
ｊ
１
４
４
‐
Ｉ
▽
ｑ
ｃ
Ｃ
■
■
●
Ｔ
ｑ
●
■
寺
。
▼
■
。
ｇ
二
日
■
Ｂ
Ｇ
■
■
■
■
■

’
’

１

１

４

１

１

●

I

I

、

｡

‐
’
１
Ｉ
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
１
Ｉ
０
ｌ
０
１
Ｉ
日

｜

’

ｌ

Ｉ

ウ
ト

Ｐ

‐

」

０

Ｐ

ｆ

Ｊ

〃

ｈ

I

I
L

l
l
l

I

l
I

l
l

p

l
｜
I

｜

’

９
口
、
▲
０
■
０
■
９
８
９
２
０
８
２
Ｇ
１
寺
。
こ
り
●
▼
■
■
ｆ
ｑ
９
３
辱
屯
■
■
■
Ｉ
ら
も
０
８
巳
ｇ
Ｄ
８
Ｄ
Ｕ
ｆ
■
■
甲
■
６
，
巳
り
ひ
９
日
ｄ
■
■
■
Ｂ
０
ｌ
Ｉ
ｆ
０
９
１
１
Ｉ
ｑ
４
Ｊ
ｏ
ｆ
４
８
９
Ｉ
■
■
Ｉ
９
Ｉ
ｄ
旬
４
８
５
０
０
８
■
■
■

I

（
以
上
九
月
三
日
予
定
）



一一一一q■－－－ー

ドミニカ共和国駐笥を命ずる

特命全権大使高木昌弘
一一一一一一一一ー一一一一一ローU■ーｰー申■‐一■■■■■一一一一一一一一 ‐一一一一一ー一■■一一一や一一一一一一一一一.■

リトアニア国駐笥を命ずる

尾崎 哲同
－■一一一一一－一一一一一一 －－－4■一一一一一一一一一一一 一一

カタール国駐笥を命ずる

同 前田 哲
._一・_一一一..－..一一､－－つ－－－－－－－－－．－－－－－－－－．．－．､-..----..－..､一一一..一一一一一一一一一...－.一.－．－－－－－－－－．.－－－．､－－－－．-一

パキスタン国駐笥を命ずる

同 和田充広
■■一一一一一一一一一一一一一一一一q■一ー一

ハイチ国駐笥を命ずる

一一一

久保雄嗣同
一一一■■■■■－ 一一一一一一

サモア国駐笥を命ずる

千田恵介同
－－－一一一一－ － ー－－ ー－

ウルグアイ国駐笥を命ずる

浅利秀樹同
－－－ －ー

ホンジュラス国駐笥を命ずる

中原 淳同
一一－－－－－一

コロンビア国駐笥を命ずる

一一一一－－－一一q■■■ローローーーーQ■－－－‐｡ー一一－一一一一

高杉優弘同
－－－－ －－

(以上9月3日付発令予定）



法務省人検第224号

令和3年8月25日

内閣総理大臣殿

法務大 臣

（公印省略）

下記のとおり人事異動を実施したいので，閣議の上，発令方願います。

なお，本件は，名古屋高等検察庁検事長中川清明の退官に伴い，その後任に

仙台高等検察庁検事長大塲亮太郎を，その後任に法務事務次官辻裕教をそれぞ

れ充てようとするものであります。

記

法務事務次官 辻 裕教

検事長に任命する

名古屋高等検察庁検事長

願に依り本官を免ずる

検 事長 中川清明

(令和3年9月3日付け）



法 務 省

本
籍

月

日

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

福
岡
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

名
古
屋
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
るロ
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

i事

旧出
項 生
氏年
月
名日

氏

名

辻壱昭
和
三
六
年
一
○
月
四
日

司
法
試
験
管
理
委
員
会

法
務
省

最
・
高
裁
判
所

庁

ひ
ろ
ゆ
き

裕
教

〃 〃 〃 〃 〃 〃

名



1■■■■■■■■■■■■■■

9

法 務 省

〃 ■ 〃 〃

一
一
一
一

一
一

〃 〃 七

平
成
六
年

一
一
一■ 〃 七 五 四

一
一
一 八

一
一
一

一
一 月

ー 〃

一
一
ハ 七 － －

一
一
一
一 ○

一
一
一 日

内
閣
官
房
司
法
制
度
改
革
推
進
準
備
室
参
事
官
を
命
ず
る

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
参
事
官
に
併
任
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
に
併
任
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
付
に
併
任
す
る

甲
府
地
方
検
察
庁
三
席
検
事
の
指
名
を
解
く

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
刑
事
法
制
課
刑
事
法
制
企
画
官
）
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
、
法
務
省
矯
正
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

甲
府
地
方
検
察
庁
三
席
検
事
に
指
名
す
る

甲
府
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
矯
正
局
付
に
併
任
す
る

1

（
期
間
は
平
成
七
年
八
月
二
五
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
条
約
局
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
七
年
四
月
一
八
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
条
約
局
）
に
併
任
す
る

凸

（
期
間
は
平
成
六
年
一
一
月
二
三
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
総
合
外
交
政
策
局
）
に
併
任
す
る

事
項

内
閣

内
閣

〃 〃 〃

法
務
省

〃 〃

外
務
省

庁
名

2丁

辻
裕
教



b

1
ｰ

3丁

一
一
一
一
一 〃

一
一
一
一 〃

一

九

一

八

一

七 〃 〃

一
一
ハ

平
成
一
三

年

四

一
一
一 七 四 一 一

一
一
一 〃

一
●
一

一
一
一
月

一 一

一

八

一

○
一

一

○
一
一

一

〃

一

二二

○
一

日

法
務
省
大
臣
官
房
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
付
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
長
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
企
画
調
査
室
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
刑
事
局
刑
事
法
制
管
理
官
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
刑
事
局
総
務
課
企
画
調
査
室
長
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

か
ね
て
法
務
省
刑
事
局
総
務
課
企
画
調
査
室
長
に
充
て
る

付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
刑
事
法
制
課
刑
事
法
制
企
画
官
、
法
務
省
刑
事
局

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
付
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
併
任
す
る

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
参
事
官
の
併
任
は
終
了
し
た

解
除
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
の
併
任
を

内
閣
官
房
司
法
制
度
改
革
推
進
準
備
室
参
事
官
を
免
ず
る

事

項

●

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃、

法
務
省

〃 〃

内
閣

庁

名

法 務 省



、

法 務 省

一
一
一
一

○

二
八
二

七

ー

一
一
ハ

ー

一

五

一

一

四

平
成
二
三

年

一 一 九

一
一
一

一 七 ■
一

○ 四
月

一

八 九 五

－

○ 九 五 ■ 一 八
日

法
務
事
務
次
官
に
任
命
す
る

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る

法
務
省
大
臣
官
房
長
に
充
て
る

法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
刑
事
局
担
当
）
に
充
て
る

広
島
高
等
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
付
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
人
事
管
理
官
を
免
ず
る

広
島
高
等
検
察
庁
松
江
支
部
長
を
命
ず
る

広
島
高
等
検
察
庁
松
江
支
部
勤
務
を
命
ず
る

広
島
高
等
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

法
務
省
人
事
管
理
官
を
命
ず
る

松
江
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
人
事
管
理
官
を
命
ず
る

法
務
省
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る

事
項

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

庁
名

4丁

辻
裕
教



0
U

ﾛ

■

｡
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5丁

年

月

日

●
●

巳

倫
理
監
督
官
を
命
ず
る

事

項

凸
色

法
務
省

庁

名

法 務 省



内閣総理大臣菅 義偉殿

■ 口
名古屋高等検察庁

検事長

官退 願

、

１



外人第8646号
ゾ

令和3年8月25日

内閣総理大臣 菅 義偉殿

外務大臣 茂 木敏 充

閣議決定人事について

別紙のとおり発令を願います。

3

~

、

8



外務省

。

高
尾
木
崎
田
田
保
田
利
原
杉

日
匡ヨ 弘
哲
哲
広
嗣
介
樹
淳
弘

前

和
久
千
浅
中
高

充
雄
恵
秀

､

を

優

特命全権大使に任命する

(以上9月3日付発令予定）

おって、高木にはドミニカ共和国駐笥、

田にはカタール国駐箭、和田にはパキス田にはカタール国駐箭、和田にはパキスタ

尾崎にはり トアニア国駐笥、前

久保にはハイチ国駐

笥、中原にはホンジ

ン国駐笥、久f

笥、千田にはサモア国駐笥、浅利にはウルグアイ国駐笥、

ユラス国駐笥、高杉にはコロンビア国駐笥を命ずる



昭
和
五
五

年
号

出
生
地

本
籍五

九
五
八

五
七

五
六

一
一 月一

ハ 四
一
ハ 八 四

一
一
一

一
一

一

日
○ ○一 一 一 一

漁
履

歴

項 出
生
年
月
日

氏旧
氏
名
書

名

昭
和
三
四
年
二
月
一
四
日
生

た
か高

外

木ぎ
省

務

昌誉庁

省
弘：名



■

I

I

一

七

一
一
ハ

一

五

一
一
一 九

一
ハ

平
成
三
一
ハ
ー
ー

昭
和
六
○

年
号

｛
ハ 八 七 八 九 四 九 九 七

一

○
月

一

五 一
一

二

四

一

五
一

一

○ 二

９
一
一 一 日

■

J

Q｡

今

大
臣
官
房
総
務
課
監
察
査
察
室
に
配
置
換
す
る

1

領
事
局
海
外
邦
人
安
全
課
邦
人
テ
ロ
対
策
室
に
配
置
換
す
る

●
６

首
席
事
務
官
に
指
名
す
る

大
臣
官
房
領
事
移
住
部
邦
人
保
護
課
邦
人
特
別
対
策
室
に
配
置
換
す
る

課
長
補
佐
に
指
名
す
る

U

、

中
南
米
局
中
南
米
第
二
課
に
配
置
換
す
る

在
ペ
ル
ー
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

二
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
ア
ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

６
■

経
済
局
国
際
機
関
第
二
課
に
配
置
換
す
る

中
南
米
局
中
南
米
第
一
課
に
配
置
換
す
る

三
等
書
記
官
を
命
ず
る
事

項

省
庁
名



凸

三

令
和
二 ○

二
八

一

一

五

一
一
一
一
一

平
成
一
九

年
号

八 一
一
一
一
一

一
一
一 九 八

月

九

一

一

○

一

七 ー

一

○

一

■■■■■■■■■

○

一

一

○
日

大
臣
官
房
に
転
任
さ
せ
る

●
■

在
ク
リ
チ
バ
日
本
国
総
領
事
館
総
領
事
に
昇
任
さ
せ
る

●
夕

中
南
米
局
南
米
課
地
域
調
整
官
に
転
任
さ
せ
る

在
ペ
ル
ー
日
本
国
大
使
館
参
事
官
に
配
置
換
す
る

在
ペ
ル
ー
日
本
国
大
使
館
一
等
書
記
官
に
転
任
さ
せ
る

在
パ
ー
ス
日
本
国
総
領
事
館
領
事
に
転
任
さ
せ
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

■

在
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

事

項

Ｂ
■

省
庁
名



平
成

昭
和
五
七

年
号

出
生
地

本
籍

一
〈
一
一

六
○八 四

一
一

一

月｛
ハ ○ 七 九 四 三

日

M
履

歴

出
生
年
月
日

氏旧
氏
名
書

名

昭
和
三
三
年
一
月
一
六
日
生

尾お
外

崎：
務

哲菖省



b

一

一

四

一
一
一
一

二

○

一

七

一

｛
ハ

一

五

一

四

一
一
一

一

○

平
成
九

年
号

八 四

一

○ 四 四 四 四 四
一
ハ

一
ハ
一
ハ
月

■ q

日

代
表
執
行
役
副
社
長

常
務
執
行
役
員
金
融
法
人
担
当

常
務
執
行
役
員
企
業
金
融
本
部
担
当

野
村
證
券
株
式
会
社
常
務
執
行
役
企
業
金
融
本
部
担
当

■

●

野
村
証
券
グ
ル
ー
プ
本
部
経
営
企
画
部
長
嘱
託
（
～
一
八
・
三
）

野
村
證
券
株
式
会
社
執
行
役
（
～
一
九
・
三
）

野
村
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
執
行
役
（
～
二
○
・
三
）

エ
ク
イ
テ
ィ
企
画
室
長
兼
エ
ク
イ
テ
ィ
部
長
‐

エ
ク
イ
テ
ィ
部
長

人
事
部
長

欧
州
デ
ツ
ト
！
。

マ
ー
ケ
ッ
ト
業
務
部
門
長

野
村
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
Ｐ
Ｌ
Ｃ
（
ロ
ン
ド
ン
）

金
融
市
場
部
次
長
兼
先
物
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
課
長

事

項、

省
庁
名



C

G

令
和
三
一
一
一

一

三

○

二

九

二
八

平
成
二
六

年
号

四 四 四 四 四 四
月

日

野
村
證
券
株
式
会
社
顧
問

野
村
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
取
締
役
会
長

野
村
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
執
行
役
副
会
長

Ｃ
Ｏ
Ｏ

●

野
村
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
代
表
執
行
役
副
社
長
グ
ル
ー
プ

野
村
證
券
株
式
会
社
代
表
執
行
役
副
社
長

野
村
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
代
表
執
行
役
グ
ル
ー
プ
Ｃ
Ｏ
Ｏ

野
村
證
券
株
式
会
社
代
表
執
行
役
副
社
長

門
Ｃ
Ｅ
Ｏ

野
村
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
執
行
役
兼
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
部

事
項

０
０

省
庁
名



昭
和
五
七

年
号

出
生
地

本
籍

『

一
ハ
ー

五
九

五

八

一

月
四 四 四 ○四 四 三

一
一
一

一
一
一 日

一 一 一

事
項

国
家
公
務
員
採
用
上
級
試
験
合
格
（
法
律
）

東
京
大
学
法
学
部
第
二
類
卒
業口

防
衛
庁
事
務
官
に
任
命
す
る

防
衛
局
運
用
第
１
課
勤
務
を
命
ず
る

檜
町
駐
屯
地
業
務
隊
に
転
任
さ
せ
る

長
官
官
房
総
務
課
に
転
任
さ
せ
る口

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
に
出
向
さ
せ
る

通
商
産
業
事
務
官
（
長
官
官
房
総
務
課
振
興
班
振
興
係
長
）
に
転
任
さ

履

歴

出
生
年
月
日

氏旧
氏
名
書

名

前藍
昭
和
三
三
年
四
月
八
日
生

外

田だ
省

務

庁

哲：
省

名



■

一

○ 九
《
ハ 四

平
成
二

昭
和
六
三

年
号

九
一
ハ

一
ハ 五 七 五

●

四 四
月

一 ○

一
一
一
一
一

一
一
ハ
一

一

五
。
□
一 一

日

兼
ね
て
長
官
官
房
秘
書
課
勤
務
を
命
ず
る

Ｆ
ｒ
■

長
官
官
房
企
画
官
を
命
ず
る

長
官
官
房
秘
書
課
勤
務
を
命
ず
る

、
■

防
衛
局
防
衛
政
策
課
勤
務
を
命
ず
る

防
衛
庁
部
員
に
任
命
す
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る ○

毎

外
務
事
務
官
（
在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使
館
）
に
採
用
す
る

防
衛
局
防
衛
政
策
課
政
策
第
１
班
長
を
命
ず
る

防
衛
局
防
衛
課
政
策
班
勤
務
を
命
ず
る

防
衛
局
防
衛
課
年
度
班
勤
務
を
命
ず
る

長
官
官
房
総
務
課
勤
務
を
命
ず
る

防
衛
庁
部
員
に
任
命
す
る

せ
る

事

項

省
庁
名



す

一

九

一

七

一

五

一
一
一
一

平
成
一
一

年
号

九 八 八 八 二
一
一 七 七

月

一

二

四

一
一
ハ

一

八 八 八 八
日

防
衛
書
記
官
に
任
命
す
る

大
臣
官
房
付
を
命
ず
る

防
衛
事
務
官
に
任
命
す
る

警
察
庁
長
官
官
房
参
事
官
（
特
殊
組
織
犯
罪
対
策
担
当
）
を
命
ず
る

警
視
長
に
任
命
す
る

運
用
局
運
用
課
長
を
命
ず
る

防
衛
庁
書
記
官
に
任
命
す
る

長
官
官
房
企
画
官
を
命
ず
る

防
衛
庁
部
員
に
任
命
す
る

防
衛
庁
本
庁
に
出
向
さ
せ
る

横
浜
防
衛
施
設
局
施
設
部
長
を
命
ず
る

防
衛
庁
事
務
官
に
任
命
す
る

防
衛
施
設
庁
に
出
向
さ
せ
る

事

項

省
庁
名



P

も

I

一
一
一
ハ

一

一

四

一
一
一
一
一

●
●

一
一
一
一

平
成
二
一

年
号

一

一
一
一

一

一
一
一 八

月

七

●
凸
■
’
一
一
一
ハ

一

三

一

一
ハ
一

日

に
採
用
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）

Ｕ
■

地
方
協
力
局
次
長
を
命
ず
る

防
衛
書
記
官
に
任
命
す
る

内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官
に
任
命
す
る

さ
せ
る

Ｕ
■

1

■

▲

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
総
務
官
室
）
）
に
転
任

６
●

内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

■

6

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
総
務
官
室
）
）
に
併
任
す
る

由

大
臣
官
房
付
を
命
ず
る

防
衛
事
務
官
に
任
命
す
る

大
臣
官
房
報
道
官
を
命
ず
る

大
臣
官
房
文
書
課
長
を
命
ず
る

事

△

0 9

項

省
庁
名



1

q

■

且

令
和
二 ○

二

七

平
成
二
六

年
号

八 八

一
一
一

一

○
一 七

月

八 一

一
一
一
一
一

一

○
日

退
職
兼
内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
長

兼
内
閣
官
房
国
家
安
全
保
障
局
次
長

内
閣
官
房
副
長
官
補

内
閣
官
房
国
際
テ
ロ
情
報
集
約
室
次
長
を
命
ず
る

内
閣
官
房
内
閣
情
報
調
査
室
勤
務
を
命
ず
る

内
閣
事
務
官
に
兼
ね
て
任
命
す
る

防
衛
書
記
官
（
防
衛
政
策
局
長
）
に
採
用
す
る

内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
国
家
安
全
保
障
局
）
に
配
置
換
す
る

国
家
安
全
保
障
局
に
併
任
す
る

事

項

■
●
省
庁
・
名



昭
和
五
七

年
号

出
生
地

本
籍五

九
五
八

一

月
八

一
ハ 八 ○四

一
一
一

一

一
一
一
一
一

一
一
ハ

日
五 一一 ー

在
香
港
日
本
国
総
領
事
館
に
配
置
換
す
る而

領
事
官
補
を
命
ず
る

在
中
華
人
民
共
和
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

事

外
務
公
務
員
採
用
上
級
試
験
合
格

東
京
大
学
法
学
部
第
二
類
卒
業

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
に
採
用
す
る

経
済
局
に
配
置
換
す
る

ア
ジ
ア
局
に
配
置
換
す
る

履

歴

項 出
生
年
月
日

氏旧
氏
名
書

名

昭
和
三
五
年
七
月
二
人
日
生

和わ
外

田だ
省

務

充脅
庁

省
広：名



一
一

九 七 五 四

平
成
二
一
ハ
ー
ニ

一
ハ
ー
ー

昭
和
六
一

年
号

四 八 四 七
一 七 九

一
ハ
一
ハ

月

五 一 一

一

五
．
｛
ハ
一

一
一
一

一

九 一■
日

在
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
国
際
機
関
日
本
政
府
代
表
部
に
配
置
換
す
る

首
席
事
務
官
に
指
名
す
る

I

大
臣
官
房
会
計
課
に
配
置
換
す
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

外
務
事
務
官
（
在
中
華
人
民
共
和
国
日
本
国
大
使
館
）
に
転
任
さ
せ
る

総
理
府
事
務
官
（
行
政
管
理
局
副
管
理
官
）
に
転
任
さ
せ
る

。
□

首
席
事
務
官
に
指
名
す
る

欧
亜
局
大
洋
州
課
に
配
置
換
す
る

課
長
補
佐
に
指
名
す
る

ア
ジ
ア
局
中
国
課
に
配
置
換
す
る

情
報
調
査
局
に
配
置
換
す
る

在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

外
交
官
補
を
命
ず
る 事

項

省
庁
名

外

務

省



一
一
一
一
一

二

○

一

九

。一
八

一
一
ハ

一

五

一

四

平
成
一
二

年
号

■

一

○
一 八 八 八 九 四

一

月

一

五
一
ハ
一 一 一 一 一

日

●

ア
ジ
ア
大
洋
州
局
南
部
ア
ジ
ア
部
に
併
任
す
る

国
際
協
力
局
に
併
任
す
る

大
臣
官
房
参
事
官
に
転
任
さ
せ
る

在
勤
す
る
期
間
公
使
の
名
称
を
与
え
る

の
８

中
華
人
民
共
和
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
中
華
人
民
共
和
国
に

参
事
官
を
命
ず
る

在
中
華
人
民
共
和
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

国
際
協
力
局
無
償
資
金
・
技
術
協
力
課
長
に
配
置
換
す
る

経
済
協
力
局
国
別
開
発
協
力
第
一
課
長
に
配
置
換
す
る

経
済
協
力
局
調
査
計
画
課
長
に
配
置
換
す
る

旬
ゆ

在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

参
事
官
を
命
ず
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る
事

項

省
庁
名

外
務
省



I

1

令
和
三 ○

一

一

七

一
一
一
ハ

平
成
二
五

年
号

八

一

○ 七 三 七 八
月

一
一
ハ 五

一

五

一

七 四

一
一
一
一

日

■
●

大
臣
官
房
に
転
任
さ
せ
る

在
香
港
日
本
国
総
領
事
と
し
て
在
職
す
る
期
間
大
使
の
名
称
を
与
え
る

在
香
港
日
本
国
総
領
事
館
総
領
事
に
配
置
換
す
る

在
デ
ト
ロ
イ
ト
日
本
国
総
領
事
館
総
領
事
に
転
任
さ
せ
る

8

国
際
協
力
局
長
補
佐
を
命
ず
る

ア
ジ
ア
大
洋
州
局
長
補
佐
を
命
ず
る
（
～
二
七
・
七
）

に
併
任
す
る

ア
ジ
ア
大
洋
州
局
（
第
７
回
太
平
洋
・
島
サ
ミ
ッ
ト
準
備
事
務
局
長
）

大
臣
官
房
に
転
任
さ
せ
る

0

在
勤
す
る
期
間
公
使
の
名
称
を
与
え
る

中
華
人
民
共
和
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
中
華
人
民
共
和
国
に

在
中
華
人
民
共
和
国
日
本
国
大
使
館
参
事
官
に
転
任
さ
せ
る

大
臣
官
房
審
議
官
に
昇
任
さ
せ
る

事

項

省
庁
名



昭
和
五
八

年
号

出
生
地

本
籍

一
ハ
ー
ー

一
ハ
ー

六
○

五
九

一
● 月一

ハ 四
一
ハ 八 四

一
一
一

一

一
一
ハ

日
○ 一 一 ｡一 凸 ■

外
務
省
専
門
職
員
採
用
試
験
合
格口

上
智
大
学
法
学
部
法
律
学
科
中
退

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
に
採
用
す
る

経
済
局
国
際
機
関
第
一
課
に
配
置
換
す
る

在
フ
ラ
ン
ス
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

‐
副
理
事
官
を
命
ず
る

三
等
理
事
官
を
命
ず
る

在
セ
ネ
ガ
ル
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

履

歴

出
生
年
月
日

氏旧
氏
名
書

名

昭
和
三
八
年
一
一
月
一
五
日
生

久く

外

保ぼ

務

雄？

省
嗣じ



■

一
一
一
一

一
一
一

一

七

一

四

一
一
一

一
一

八 五

平
成
元

昭
和
六
三

年
号

七

一
一
一 七 五 八 四

■■■■■■■

一

一

○ 四

一

○

一

○
月

一

●

○

一

四 四

二
八 一 一

一

○ ○ 七
一
一 一 日

中
東
ア
フ
リ
カ
局
中
東
第
一
課
上
席
専
門
官
に
配
置
換
す
る

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
課
長
補
佐
）
に
採
用
す
る

（
独
）
国
際
交
流
基
金

在
フ
ラ
ン
ス
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

在
テ
ュ
ニ
ジ
ア
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

二
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
フ
ラ
ン
ス
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

外
務
省
研
修
所
に
併
任
す
る

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
海
外
広
報
課
に
配
置
換
す
る

欧
亜
局
大
洋
州
課
に
配
置
換
す
る

６
４

三
等
書
記
官
を
命
ず
る
事

項

省
庁
名



令
和
二
一

一

七

平
成
二
四

年
号

四
一
一
一 七

一
一
一
月

一

○

一
一
一
ハ

一
一
一 日

大
臣
官
房
総
務
課
記
録
官
に
昇
任
さ
せ
る

大
臣
官
房
総
務
課
公
文
書
監
理
室
課
長
補
佐
に
転
任
さ
せ
る

,

0

在
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
日
本
国
総
領
事
館
領
事
に
転
任
さ
せ
る

在
セ
ネ
ガ
ル
日
本
国
大
使
館
一
等
書
記
官
に
転
任
さ
せ
る

事

項

一

省
庁
名



″
一
○
｜
’
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格
司
法
試
験
管
理
委
員
会

現
住
所ｌ

出
生
地

本
籍年

月

日

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

神
戸
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

神
戸
地
方
検
察
庁
尼
崎
支
部
勤
務
を
命
ず
る‐
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る口
法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
に
併
任
す
る

事

出
生
年
月
日

旧
氏
名

氏
項

名

千莞昭
和
三
三
年
八
月
一
二
日

田た

庁

け
い
す
け

恵
介

〃

名



法 務 省

八 〃 〃 七 〃
｛
ハ 〃 〃 四

平
成
二
年

四 〃
一
ハ

一
’
一 〃 九 〃 五 四 四

月

一 〃 一 一 〃
■

一

〃 八
一
ハ

一
ハ
.日

政
府
代
表
部
と
な
る

6

平
成
人
年
法
律
第
一
○
号
に
よ
り
欧
州
共
同
体
日
本
政
府
代
表
部
は
欧
州
連
合
日
本

■
凸

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

外
務
事
務
官
（
欧
州
共
同
体
日
本
政
府
代
表
部
）
に
転
任
さ
せ
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

外
務
省
に
出
向
さ
せ
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

●
●

（
併
任
及
び
研
修
の
期
間
は
平
成
七
年
一
月
一
三
日
ま
で
と
す
る
）

●

外
務
省
研
修
所
に
お
い
て
研
修
を
命
ず
る

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
に
併
任
す
る

ｃ
ｑ

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
の
併
任
を
解
除
す
る

q

千
葉
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

職
務
に
復
帰
し
た

派
遣
の
期
間
を
平
成
四
年
五
月
七
日
ま
で
更
新
す
る

派
遣
の
期
間
は
平
成
二
年
四
月
六
日
か
ら
平
成
四
年
四
月
五
日
ま
で
と
す
る

司
法

部

（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ウ
ィ
ー
ン
市
）
に
派
遣
す
る

国
際
連
合
事
務
局
国
際
経
済
社
会
局
社
会
開
発
人
道
問
題
セ
ン
タ
ー
犯
罪
防
止
刑
事

事

項

外
務
省

〃

法
務
省

外
務
省

〃 〃 〃 〃 ″

庁

■●

名

2丁

千
田
恵
介



’

法 務 省

一

七

一

五

一
一
一
一

一
一
一 〃 〃

平
成
一
○

年

四 四 四 七 ﾉノ 七
｛
ハ
月

一 △

一

一
一
一
一

〃

一
一
一
一
一

日

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

が■

臼
杵
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

大
分
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
に
併
任
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

臼
杵
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

臼
杵
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

大
分
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

大
分
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

大
分
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

大
分
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
転
任
さ
せ
る

法
務
省
に
出
向
さ
せ
る

帰
朝
を
命
ず
る

事

項

〃 〃 〃

法
務
省

〃

外
務
省

庁
名

3丁



法 務 省

〃 ． 〃

●
一
一
一
二

○

平
成
一
九

年

〃 四
一
一

一

一

一
一

月

〃
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

日

派
遣
の
期
間
は
平
成
一
二
年
四
月
一
日
か
ら
同
二
四
年
三
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

法
曹
実
務
専
攻
を
置
く
潤
協
大
学
（
埼
玉
県
草
加
市
）
に
派
遣
す
る

養
成
専
攻
を
置
く
東
京
大
学
（
東
京
都
文
京
区
）
及
び
潤
協
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科

る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
法
曹

法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す

法
務
事
務
官
（
法
務
省
大
臣
官
房
付
、
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
大
臣
官
房
付
、
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

職
務
に
復
帰
し
た
（
平
成
一
二
年
二
月
二
二
日
）

派
遣
の
期
間
を
平
成
二
一
年
二
月
一
二
日
ま
で
更
新
す
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

派
遣
の
期
間
は
平
成
一
九
年
二
月
二
二
日
か
ら
平
成
二
○
年
二
月
二
一
日
ま
で
と
す
る

（
タ
イ
王
国
・
バ
ン
コ
ク
市
）
に
派
遣
す
る

国
際
連
合
麻
薬
犯
罪
事
務
所
テ
ロ
リ
ズ
ム
予
防
課
及
び
東
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
事
務
所

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

か
ね
て
法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る

事

項

〃 〃 〃 〃 〃

法
務
省

庁

名

4丁

千
田

恵
介



]

5丁

〃

令
和
元 ○ 〃

二
八 〃

一

一
一
ハ

一

一

五 〃

平
成
二
四

年

八 七
一
ハ 四■

一
一

四 一

四 七 四
月

一

一

九

一
一
ハ

一

一

五

一

○
一
一

一 九

一

一

四

一
一
一
－

日

公
証
人
に
任
命
す
る

辞
職
を
承
認
す
る

高
松
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

ア
ジ
ア
極
東
犯
罪
防
止
研
修
所
長
を
命
ず
る

法
務
総
合
研
究
所
教
官
・
法
務
総
合
研
究
所
国
際
連
合
研
修
協
力
部
長
に
充
て
る

佐
賀
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
交
通
部
長
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
公
判
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
交
通
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

職
務
に
復
帰
し
た
（
平
成
二
四
年
四
月
一
日
）

事

項

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
■

〃

法

務

省

庁
名

法 務 省



平
成

昭
和
六
○

年
号

出
生
地

本
籍

一
ハ
ー
ー

一
ハ
ー

元

一

月一
ハ

－吟

ノ、
一
一
一 ○五 四 三

一
一
ハ

日
八 七

一 一 一

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
に
採
用
す
る

経
済
局
国
際
機
関
第
二
課
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る

在
連
合
王
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

外
交
官
補
を
命
ず
る 事

外
務
公
務
員
採
用
Ｉ
種
試
験
合
格

早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
経
済
学
科
卒
業

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
に
採
用
す
る

三
等
書
記
官
を
命
ず
る

履

歴

項 出
生
年
月
日

氏旧
氏
名
書

名

昭
和
三
七
年
二
月
二
八
日
生

浅§
外

利り
省

務

秀￥庁

省

樹き名



ノ

｡

r

○

申

『

一
一
ハ

一

五

一

一
一
一

一

一● 九
一
ハ 五

一
一
一

平
成
二

年
号

八

一

○ 一 三 四 五 七 七“ 八 四
月

一

一

四 一

一

五

一

九 一 一
一 五 一

日

国
際
法
局
条
約
交
渉
官
に
配
置
換
す
る

〃

条
約
局
国
際
協
定
課
に
併
任
す
る

経
済
協
力
局
国
際
機
構
課
企
画
官
に
配
置
換
す
る

参
事
官
を
命
ず
る

●
■

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
大
韓
民
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

首
席
事
務
官
に
指
名
す
る

経
済
局
国
際
機
関
第
一
課
に
配
置
換
す
る

経
済
協
力
局
技
術
協
力
課
に
配
置
換
す
る
．

条
約
局
法
規
課
に
配
置
換
す
る

課
長
補
佐
に
指
名
す
る

経
済
局
国
際
機
関
第
一
課
に
配
置
換
す
る

●
●

二
等
書
記
官
を
命
ず
る
事

項

省
庁
名



ひ

一

一

五

一
一
一
一
一

一
一

一

●

一

九

一

九

平
成
一
七

年

号

八 八 九 一 七 七 七 九
月

一

五 一 一 一

一

四

二

四

一

一

四
一
一

日

称
を
与
え
る

英
国
駐
舗
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
英
国
に
在
勤
す
る
期
間
公
使
の
名

在
英
国
日
本
国
大
使
館
参
事
官
に
転
任
さ
せ
る

副
所
長
を
免
ず
る

（
公
財
）
日
本
国
際
問
題
研
究
所
副
所
長
兼
主
任
研
究
員

在
勤
す
る
期
間
公
使
の
名
称
を
与
え
る

旬

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に

在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使
館
参
事
官
に
転
任
さ
せ
る

内
閣
官
房
イ
ラ
ク
復
興
支
援
推
進
室
参
事
官
を
命
ず
る

●

に
併
任
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る

ア
ジ
ア
大
洋
州
局
大
洋
州
課
長
に
昇
任
さ
せ
る

事

項

省
庁
名



？

一
一
一

令
和
元

平
成
二
八

年
号

七 七
一
ハ
月

一

一

一

○ 五
日

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
に
採
用
す
る

衆
議
院
参
事
国
際
部
長

公
使
の
名
称
を
与
え
る

イ
ン
ド
国
駐
箭
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
イ
ン
ド
国
に
在
勤
す
る
期
間

在
イ
ン
ド
日
本
国
大
使
館
参
事
官
に
配
置
換
す
る

事

項

省
庁
名



平
成

昭
和
六
一

年
号

出
生
地

本
締

一
ハ
ー
ー四 元

一
一

一 一 一

月
○ ○四 七 四 ○宣

■■■■■■ﾛ■

一

一

一
一
ハ

一
一
ハ

一
一
ハ

日
一 一 一

総
理
府
事
務
官
（
土
地
局
土
地
政
策
課
調
整
第
一
係
長
）
に
転
任
さ
せ
る

口
建
設
事
務
官
（
道
路
局
路
政
課
係
長
）
に
転
任
さ
せ
る

東
京
大
学
法
学
部
第
一
類
卒
業

建
設
事
務
官
（
建
設
経
済
局
宅
地
開
発
課
）
に
採
用
す
る口

河
川
局
開
発
課
に
配
置
換
す
る

河
川
局
開
発
課
係
長
に
昇
任
さ
せ
る

国
土
庁
に
出
向
さ
せ
る

総
理
府
事
務
官
（
土
地
局
土
地
政
策
課
調
整
第
一
係
長
）
に
転
任
さ
せ
る

事

国
家
公
務
員
採
用
Ｉ
種
試
験
合
格
（
法
律
）

履

歴

項 出
生
年
月
日

氏旧
氏
名
書

名

昭
和
三
七
年
八
月
三
○
日
生

中ボ
外

原§

務

じ
ゆ
ん
淳

省



一

九

一

八

一
一
ハ

一

五

一

四

一
一
一 九

一
ハ

平
成
五

年
号

七

一

○

一

○ 四 四 四

9

四 五 七 四 九
月

一

○

一
一
ハ
一 一 一 一 一 一 一 一

一

一
一
一

日

住
宅
局
総
務
課
民
間
事
業
支
援
調
整
室
長
に
配
置
換
す
る

国
士
交
通
事
務
官
（
総
合
政
策
局
政
策
課
政
策
調
査
官
）
に
転
任
さ
せ
る

海
上
保
安
官
（
総
務
部
政
策
課
企
画
官
）
に
転
任
さ
せ
る

道
路
局
総
務
課
企
画
官
に
昇
任
さ
せ
る

国
士
交
通
事
務
官
（
道
路
局
路
政
課
企
画
専
門
官
）
に
採
用
す
る

都
市
住
宅
部
参
事
兼
都
市
整
備
総
室
長
に
補
す
る

都
市
住
宅
部
都
市
整
備
総
室
都
市
整
備
統
括
監
に
補
す
る

静
岡
県
事
務
吏
員
に
任
命
す
る

建
設
事
務
官
（
建
設
経
済
局
建
設
業
課
長
補
佐
）
に
転
任
さ
せ
る

領
事
を
命
ず
る

副
領
事
を
命
ず
る

●
■

外
務
事
務
官
（
在
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
日
本
国
総
領
事
館
）
に
転
任
さ
せ
る

建
設
経
済
局
国
際
課
付
に
配
置
換
す
る

事

項

●■

省
庁
名



I

一

二

○

二
八
二

七

二

五

一

一

四

一
一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一

二

○

平
成
一
九

年
号

｛
ハ
一
ハ 七 四 九 七 九 九 九 七 九

月

一

一

七

一

一

八

一
一
一
一 一

一
一
一

一
八

一

一

九

二

四 四 一
日

国
士
交
通
事
務
官
（
大
臣
官
房
付
）
に
採
用
す
る

首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
取
締
役
常
務
執
行
役
員
就
任

道
路
局
総
務
課
長
に
配
置
換
す
る

総
合
政
策
局
参
事
官
に
配
置
換
す
る

総
合
政
策
局
官
民
連
携
政
策
課
長
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
地
方
課
長
に
配
置
換
す
る

国
土
交
通
事
務
官
（
大
臣
官
房
付
）
に
採
用
す
る

国
士
交
通
大
臣
秘
書
官
に
任
命
す
る

国
士
交
通
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る
（
～
二
一
・
九
）

大
臣
官
房
付
に
配
置
換
す
る

総
合
政
策
局
国
際
建
設
市
場
室
長
に
併
任
す
る

大
臣
官
房
参
事
官
に
昇
任
さ
せ
る

大
臣
官
房
人
事
課
企
画
官
に
配
置
換
す
る

事

項

省
庁
名



I1

一
一
一

令
和
二

平
成
三
○

年
号

七 七 七
一

一

○ 七
月

五 一

一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一 日

西
村
国
務
大
臣
附
を
命
ず
る

国
務
大
臣
秘
書
官
に
任
命
す
る

辞
職
を
承
認
す
る

国
士
政
策
局
長
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
建
設
流
通
政
策
審
議
官
に
昇
任
さ
せ
る

内
閣
官
房
観
光
戦
略
実
行
推
進
室
審
議
官
を
命
ず
る

議
官
を
命
ず
る
（
～
三
○
・
一
○
）

内
閣
官
房
歴
史
的
資
源
を
活
用
し
た
観
光
ま
ち
づ
く
り
連
携
推
進
室
審

内
閣
府
本
府
地
方
創
生
推
進
室
次
長
に
併
任
す
る

内
閣
府
事
務
官
（
地
方
創
生
推
進
事
務
局
審
議
官
）
に
併
任
す
る

ｐ
６

内
閣
官
房
ま
ち
・
ひ
と
．
し
ご
と
創
生
本
部
事
務
局
次
長
を
命
ず
る

に
併
任
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）

事

項

①
８

● 省
庁
名



令
和
三

年
号

八
月

ー

一

七
日

退
官

事

項

－

省
庁
名



平
成

昭
和
六
二

年
号

出
生
地

本
籍

一
ハ
ー
ニ

一
一
一

－

ﾌE

一

月七
一
一
一 ○ 五 四 九

一
一
一

一
一
一

一
一
一
一

－

日
四

一 ー 一

履

歴

出
生
年
月
日

氏旧
氏
名
童
員

名

昭
和
三
九
年
一
二
月
一
四
日
生

高膿
外

杉§

務

優§

省

弘：



b

D

C

一
八

一
一
ハ

一

五

一
一

一

○ 七 五

平
成
四

年
号

八 二 八
一 七

一
一
一 七 七

一
一
一

月

七 一

一
一
一
一
一

一

五

一

○

一

■■■■■■■■■

○

一

一

五 ■■■■■■■■■

一

五
一
ハ

日

総
合
外
交
政
策
局
総
務
課
主
任
外
交
政
策
調
整
官
に
配
置
換
す
る

総
合
外
交
政
策
局
総
務
課
外
交
政
策
調
整
官
に
昇
任
さ
せ
る

総
合
外
交
政
策
局
総
務
課
に
配
置
換
す
る

首
席
事
務
官
に
指
名
す
る

大
臣
官
房
在
外
公
館
課
に
配
置
換
す
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
ペ
ル
ー
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

首
席
事
務
官
に
指
名
す
る

経
済
協
力
局
開
発
協
力
課
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
総
務
課
に
配
置
換
す
る

課
長
補
佐
に
指
名
す
る

中
南
米
局
中
南
米
第
一
課
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
文
化
交
流
部
文
化
第
一
課
に
配
置
換
す
る

事

項

省
庁
名



I

二

令
和
元
一

一

九

二

七

二

五

一
一
一
一

平
成
二
○

年
号

七 九 一 九 九 八 七 一
月

一

一

七

一

七 ○

一
●
一
一 一

一

五
日

ア
ジ
ア
大
洋
州
局
南
部
ア
ジ
ア
部
に
併
任
す
る

地
球
規
模
課
題
担
当
を
命
ず
る

I

国
際
協
力
局
に
併
任
す
る

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
審
議
官
）
に
採
用
す
る

（
独
）
国
際
協
力
機
構
総
務
部
長

財
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
参
事
官
）
に
転
任
さ
せ
る

国
際
協
力
局
政
策
課
長
に
転
任
さ
せ
る

在
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
国
大
使
館
参
事
官
に
転
任
さ
せ
る

中
南
米
局
南
米
課
長
に
配
置
換
す
る
（
平
成
二
○
年
政
令
第
二
○
三
号
）

中
南
米
局
南
米
カ
リ
ブ
課
長
に
昇
任
さ
せ
る

事
項

省
庁
名


